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平成２８年度概算要求における総合取得改革にかかる取組のポイント 

①主要装備品等の購入費と維持整備費の推移      P2       

②防衛装備庁の設置による総合取得改革の推進   

 ・防衛装備庁の概要              Ｐ3 

 ・プロジェクト管理の強化                           P4 

 ・監察・監査の取組                                    P8 

 ・契約制度等の改革                                    P9 

 ・研究開発等の戦略的実施                           P14 

 ・防衛装備・技術協力の推進                        P19 

 ・装備品の可動率向上のための維持・整備態勢の強化             P25 

③平成２８年度概算要求における効率化の取組                         P27 

 （参考１）平成２８年度概算要求における装備庁関連の経費    P31 

 （参考２）平成２８年度概算要求における体制強化      P32 

 

 





















契約制度等の改革③（リスクシェア型インセンティブ契約の検討） 
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○ 航空機の安全性の確認は、民間航空機については国際民間航空条約による統一的な基準により国土交通
省が行なっているのに対し、国際的に軍用機と整理される自衛隊機については、防衛省が独自に行なってい
る。 

○ 他方、近年、軍用機を含む航空機の安全性に対する意識が国際的に高まっており、運用面（自衛隊機が過
密化する民間航空路を運航する場合の安全証明など）や、防衛省開発機の海外移転（相手国から安全証明
の提出の要請など）の観点から、防衛省としての航空機の安全確認の態勢を強化する必要がある。 

○ これを踏まえ、平成２８年度に、海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制の強化のため、防衛装備庁
に「航空機安全班（仮称）」の新設を要求する。 

【防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官付航空機安全班 計９名】 

防衛装備庁長官 

プロジェクト管理部 

航空機安全班 

航空機安全班（仮称）の主な業務 

海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制の強化 

航空機安全班（仮称）新設のイメージ 

事業監理官 

長官官房 

装備政策部 

～ ～ ～ ～ 

（新設） 

○プロジェクト管理 
・主要装備品の構想→研究開発
→量産取得→維持・整備・廃棄
に至る一貫した管理 

滞空型無人機 
（グローバルホーク） 

ティルト・ローター機 
（Ｖ－２２） 

○ 導入機の安全性の確認 

○ 海外移転機の安全性の証明 ○ 開発機の安全性の確認 

輸送機Ｃ－２ 救難飛行艇ＵＳ－２ ※組織名は変更される場合がある 23 

（９名） 



○日豪及び日仏間の防衛装備・技術協力が具体化し、業務量が増大。 
○共同開発・共同生産を視野に入れた協力に向け、現地への専従的な防衛装備庁職員を仏国へ１名、豪州へ２
名、長期派遣、企業の調査・動向把握、在外公館と連携し協力に向けた諸調整を実施。 

船舶の流体力学分野に 
関する共同研究（調整中） 

豪州将来潜水艦の共同開発・生
産の実現可能性調査（写真は海
自そうりゅう型潜水艦）   

フランスとの協力 豪州との協力 

○ＡＳＥＡＮ諸国は、海洋安全保障、災害救援機能の向上のため、日本との装備協力に期待。 
   装備品だけではなく、装備品の使用方法や整備についてのノウハウも合わせた装備協力を日本側に要望。 
○ＡＳＥＡＮ諸国のニーズに合わせ、現地へ民間の技師を役務契約で短期間派遣（約１３００万円）し、装備
品操作や維持修理に関する専門的知識や経験を相手国に提供。より包括的な装備協力を実現させ、アジア太平
洋地域の平和と安定に貢献。 

国際装備課日仏、日豪調整専門官の増員 

東南アジア諸国との装備・技術協力に伴う民間技師の派遣 

24 

















（参考２）平成２８年度概算要求における体制強化 

 

・海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制の強化のため、プロジェクト管理部に「航空機安全班 

（仮称）」を新設（８名増員） 

  

・拡大する日豪・日仏の防衛装備・技術協力に機動的に対応するための体制強化（国際装備課に４名増員） 

 

・海外移転等での技術管理に適切に対応するため、国外技術動向（デュアルユース技術を含む）の実地調査

によるタイムリーで精度の高い情報を収集するための体制強化（技術戦略課に２名増員） 

 

・防衛装備品の構成部品を海外に輸出することに伴う体制強化（電子音響調達官に２名増員） 

 防衛装備移転及び技術協力の推進に向けた体制強化 

 

・自衛隊が取得・維持する情報システムについて、その全体最適化を図りつつ、事業管理を行うための体制

強化（プロジェクト管理部に４名増員） 

 

・航空機の機体や機器等の維持整備契約におけるＰＢＬ導入のための体制強化（航空機調達官に２名増員） 

 コスト管理の徹底 

 

・防衛装備庁の業務拡大に伴い、職員に対する法令遵守教育を更に充実させるための体制強化（人事官付人

材育成センターに１名増員） 

 職員に対する教育の更なる充実 

この他、研究開発体制の強化などを図るため１７名を増員。 32」 


